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確定拠出年金制度

事務運営マニュアル

確定拠出年金制度の事務運営に関するお問い合わせは

（事務取りまとめ会社）

■ 当マニュアルの最新版は、事務取りまとめ会社にて管理者サイトよりダウンロードができます。
事務取りまとめ会社にお申し出いただき、お受け取りください。
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■ 当事務運営マニュアルは、 SBIベネフィット・システムズ（以下「弊社」といいま

す）が記録関連運営管理機関となる、企業型確定拠出年金の事務マニュアル（傘下

事業所用）です。

■ 本書は、弊社が掛金（その他手数料）を拠出月の前月26日※に金融機関の口座より

振り替えるプランにご加入の、事務取りまとめ会社傘下の事業所向けマニュアルと
なります。

当月分掛金を翌月20日に各事業所から資産管理機関に直接送金するプランは、別のマニュアルとなります。

■ 当マニュアルの最新版は、事務取りまとめ会社よりお取り寄せください。

■ ご担当者を変更される場合には、新しいご担当者を事務取りまとめ会社に報告いた
だき、当マニュアルと「実施企業事業所登録（変更）完了通知書」を新しいご担当
者にお引き継ぎください。

当マニュアルについてご質問等がございましたら、事務取りまとめ会社までお問い合
わせください。

はじめにお読みください

運営管理機関
SBIベネフィット･システムズ株式会社
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※前月26日が土・日・祝日の場合は翌営業日となります。



傘下事業所用

© SBI Benefit Systems Co.,Ltd. All Rights Reserved.

SBI Benefit Systems

3

目 次

１．事務手続きの概要 ３．毎月及び随時の事務手続きのご案内

毎月の事務処理の流れ P. 5 毎月/随時で発生する事務手続き P. 26

主な登録・変更の事務手続き P. 7 口座振替明細書の受領 P. 27

制度導入月以降の口座振替の対象 P. 9 加入者追加の手続き P. 28

口座振替のスケジュール P. 10 加入者の退職の手続き（資格喪失） P. 29

口座振替不能時の入金について P. 11 加入者の休職・復職の手続き P. 31

掛金の変更手続き P. 32

2．制度導入月前後の手続き 加入者の氏名・住所等の変更手続き P. 33

制度開始までのお手続きについて P. 13 企業情報の変更手続き P. 34

導入月前後の手続きの内容 P. 14 確定拠出年金関連規程の変更手続き P. 35

導入月前後の業務の流れ P. 15 その他の変更手続き P. 36

「実施企業事業所登録(変更)完了通知書」の受領 P. 16

加入者情報の登録 P. 17 ４．確定拠出年金の給付及び資産の移換について

スターターキットの配布 P. 20 老齢給付金の請求について P. 38

口座振替明細書の受領 P. 24 給付までの流れ P. 41

給付に掛かる税金 P. 42

脱退一時金の請求 P. 43

中途退職者の加入資格喪失後の手続き P. 44



傘下事業所用

© SBI Benefit Systems Co.,Ltd. All Rights Reserved.

SBI Benefit Systems

１．事務手続きの概要
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■毎月の事務手続きの流れ

3月 ４月 ５月

4
月
分

掛
金
の
拠
出
予
定
デ
ー
タ
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

（事
務
取
り
ま
と
め
会
社
に
て
実
施
）

4
月
分

事
務
締
切
日

（事
務
取
り
ま
と
め
会
社
に
提
出
）

4
月
分

【拠
出
日
】

弊
社
よ
り
資
産
管
理
機
関
へ

掛
金
の
送
金

5/20※

最終掛金の確認

４
月
分

加
入
登
録
・資
格
喪
失
等
の
手
続
き

4
月
分

掛
金
等
の
口
座
振
替

4/26※

※土・日・祝日の場合は翌営業日

４
月
分

口
座
振
替
明
細
受
領

4
月
分

事
務
締
切
日

（事
務
取
り
ま
と
め
会
社
が
弊
社
に
提
出
）

・4月分口座振替に間に合わせるため
には、4月分事務締切日は厳守

・事務締切後に発生した退職者（その
他の資格喪失者を含む）は、5月26日
の口座振替で返金処理
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加入者登録（事務取りまとめ会社へ提出）

加入者への「スターターキット」の配布

・新規の加入者に配布する資料一式をいいます。
・制度上の留意事項や運用商品情報及び加入者

サイトをご利用いただくための加入者ID・初期パスワード
が同封されています。

＜スターターキット＞

随時の手続き

✓新入社員等の加入者追加※ の手続き
※ 選択制の場合の、既存社員の新規加入（掛金の拠出開始）を

含みます。

✓加入者の退職、休職、復職の手続き

✓加入者の掛金変更の手続き

✓加入者情報（氏名・住所等）変更の手続き

✓企業情報（社名・住所、担当者等）の変更手続き

✓確定拠出年金関連制度を変更する場合の手続き

など

毎月の手続き

✓口座振替明細書の受領

●制度導入時（追加加入時）には以下の手続きを行います。
①加入者登録（事務取りまとめ会社へ提出）
②管理者宛に送付するスターターキットを加入者へ配布

■制度導入時の事務処理（月次の追加加入も同様です）

登録内容の確認後、
スターターキットを発送

■制度導入後の毎月および随時の事務処理
●制度導入後は毎月定例の手続きと随時発生する手続きを行います。
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手続きの種類 必要書類 提出方法 事務締切日

制度導入時の手続き

制度導入時の

加入者登録
初期登録ファイル

（加入者一括アップロードファイル）
メール送信

制度導入月の前月15日

※15日が土・日・祝日の場合は、その前営業日

制度導入以降の手続き

入社／掛金拠出

開始による

加入者の追加

初期登録ファイル

（加入者一括アップロードファイル）
メール送信

入社日または掛金の拠出開始を申し出た月
の25日

中途退職
による

資格喪失
加入者資格喪失届

ＦＡＸ

メール送信

退職月の25日

各手続きの書類、提出方法、事務締切日は下記の通りです。

✓手続き書類・ファイル等は事務取りまとめ会社よりお受け取りいただき、事務取りまとめ会社にご提出ください。

■主な登録・変更の事務手続き

※退職日が月中の場合、対象者の掛金は当月の口座

振替停止に間に合わないので、翌月に精算金として

口座に返戻となります。

退職日が月末の場合、対象者の掛金は当月分まで

が口座振替の対象なので、翌月精算はありません。
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手続きの種類 必要書類 提出方法 事務締切日

制度導入以降の手続き（続き）

資格喪失年齢
到達による

資格喪失
加入者資格喪失届

ＦＡＸ
メール送信

発生の都度

休職 ・ 復職 掛金休止（再開）申請書
ＦＡＸ

メール送信

◆休職…休職が発生した月の25日
※提出期日に間に合わなかった場合、ＢＦＳが資産管理機関に拠出

予定金額を通知する以前であれば翌月精算され、その後の場合は
還付手続きを取っていただく必要があります。

◆復職…復職月の前月 25日

掛金変更 掛金個別登録兼変更申請書 ＦＡＸ

掛金変更月（＝口座振替月）の前月25日

※単月で30名を超える加入者の掛金変更を行う場合
は、事務取りまとめ会社までご相談ください。

上記の「事務締切日」は、おおよその目安です。
当月の確定スケジュールは、事務取りまとめ会社までご照会ください。

※資格喪失年齢を60歳から引き上げている場合は、

その年齢到達時となります。

当月の請求データ作成前に資格喪失年齢に到達

する場合、掛金の翌月精算はありません。
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制度導入月は掛金および収納代行手数料が口座振替の対象です。

制度導入の翌月以降、運営管理手数料、資産管理手数料等が口座振替の対象に追加されます。

時期 口座振替の対象

制度導入月
掛金

収納代行手数料

制度導入月
＋1カ月

掛金

運営管理手数料

（初期導入費用）

運営管理手数料

（経常費用）

収納代行手数料

時期 口座振替の対象

制度導入月
＋2カ月

掛金

運営管理手数料

（経常費用）

資産管理手数料

資産管理手数料預託金※

収納代行手数料

制度導入月
＋3カ月

掛金

運営管理手数料

（経常費用）

資産管理手数料

収納代行手数料

以降は同じ

※資産管理手数料預託金
適用されるプランのみ口座振替され、毎年1月に再計算の
うえ、差額を振替（またはお支払い）させていただきます。

■制度導入月以降の口座振替の対象

※「事務取りまとめ業務委託契約」を締結している場合には別途事務取りまとめ手数料が掛かります。

口座振替の内容は毎月の「口座振替明細書」にて

ご案内します。

（後記「口座振替明細書の受領」をご参照ください）
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■口座振替のスケジュール

◆前頁に記載の通り、口座振替の対象となるタイミングが費用の種類によって異なります。

− 制度導入月は掛金と収納代行手数料のみが口座振替となります。

− 制度導入月の翌月から運営管理手数料が口座振替となります。

• 企業型導入費用は制度導入月の翌月のみ

• 口座開設手数料は新規加入者が発生の都度、かかります。

− 制度導入月の翌々月（※）から資産管理手数料と資産管理手数料預託金が口座振替となります。

口座振替スケジュール例（４月制度導入の場合）

掛金

運営管理手数料
資産管理
手数料

収納代行
手数料

資産管理
手数料
預託金

初期
導入費用

口座開設
手数料

事業主
手数料

加入者
手数料

20XX年4月 制度導入月 ○ ○

20XX年5月 制度導入月＋１ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20XX年6月 制度導入月＋２ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○

20XX年7月 制度導入月＋３ ○ △ ○ ○ ○ ○

・・・
○ △ ○ ○ ○ ○

20X1年1月 預託金再計算 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○（差額）

・・・
○ △ ○ ○ ○ ○

○：口座振替月 △：費用の発生の都度

※通常、制度導入月に掛金の口座振替が開始されるため、導入月の翌々月から資産管理手数料が発生します。口座振替が開始
されなければ、資産管理手数料は発生しません。また、加入者の退職などで資産が移換出しされ、事業所として資産がゼロの状
態になった場合、それ以降の資産管理手数料は、新たに掛金の口座振替が開始されるまで発生しません。
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●掛金、手数料の口座振替日は、毎月26日（26日が土・日曜・祝日の場合は翌営業日）となります。

●残高不足等、口座振替が不能となる場合には事務取りまとめ会社にご連絡いただくとともに、当月末日までに振替金額

と同額を下記口座に送金ください。

ご連絡先

事務取りまとめ会社

振込口座

住信ＳＢＩネット銀行 法人第一支店 普通 1015541

SBIベネフィット・システムズ株式会社 ４０１ｋ口

（口座名義ｶﾅ） ｴｽﾋﾞｰｱｲﾍﾞﾈﾌｲﾂﾄｼｽﾃﾑｽﾞ(ｶ)ﾖﾝﾏﾙｲﾁｹｲｸﾁ

■口座振替不能時の入金について

上記期日までに指定口座にお振込がない場合、掛金の拠出を停止いたします。

（掛金の拠出停止作業に伴い、別途費用が発生致します。）

法令上、停止された拠出は、その後遡って拠出することはできませんのでご注意ください。
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２．制度導入月前後の手続き

12



傘下事業所用

© SBI Benefit Systems Co.,Ltd. All Rights Reserved.

SBI Benefit Systems

13

制度開始までのお手続きについて

# 処理 概要 スケジュール

1 加入者情報の登録 「加入者登録ファイル」に必要情報を入力
の上、入力後は事務取りまとめ会社に
データ送付

制度導入月の前月
１５日まで

2 スターターキットの配布 加入者分のスターターキットを貴社宛に
送付しますので、加入者に配布ください。

加入者情報の
登録後

3 初回掛金の口座振替 導入月の中旬に振替金額をご案内しま
す。前日までに口座に資金準備をお願い
します。

参考：
初回掛金が加入者に拠出される日は？

「3.初回掛金の口座振替」にて振替られた掛金は制度
導入月の翌月20日（土・日・祝日の場合は翌営業日）
に加入者の各人口座に振り込まれ、翌営業日より商品
の購入が開始します。

導入月の26日
（土・日・祝日の場合は翌
営業日）
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導
入
前
月

✓「実施企業事業所登録（変更）完了通知書」の受領

○15日までに加入者情報を登録（事務とりまとめ会社にデータ送信）
※15日が土・日・祝日の場合にはその前営業日

✓厚生労働省より規約の承認
（通常は導入前月後半に通知受領）

導
入
月

✓スターターキットを事業所宛にお届け
（事務取りまとめ会社による加入者情報登録後、約3週間後に事業所宛送付）

○スターターキットを加入者に配布ください。

✓20日前後 初回口座振替の案内着（初回は掛金と収納代行手数料）

○振替金額を指定の金融機関口座にご用意ください。
✓26日 初回掛金の口座振替（26日が土・日・祝日の場合は翌営業日）

導
入
翌
月

✓20日前後 ２回目の口座振替の案内着（掛金、収納代行手数料と導入月分の運営管理手数料等）

✓20日 初回拠出日（弊社より信託銀行に振込。20日が土・日・祝日の場合は翌営業日）

○振替金額を指定の金融機関口座にご用意ください。
✓26日 第2回掛金の口座振替（26日が土・日・祝日の場合は翌営業日）

導入月の前月から翌月までの手続きは下表の通りとなっており、このうち、○マークの項目は貴社で行って
いただく手続となります。

加入者情報の登録は、制度開始月の前月１５日までにお願いします。

■導入月前後の手続きの内容

14
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■導入月前後の業務の流れ
導入前月 導入月 導入翌月

加入者

◆各加入者の選択した掛金額は、導入前月以前の段階で「生涯設計手当選択届」にて
管理者に提出されており、当該金額を加入者情報登録の際に使用します。

26日実施

弊
社

事
務
取
り
ま
と
め
会
社
お
よ
び
貴
社

厚
生
労
働
省

実施企業事業所登録
（変更）完了通知書
：送付

実施企業事業所登録
（変更）完了通知書
：受領

加入者情報登録
管理者サイトからUL
作業期限：20日まで

申請承認

申請承認
受領

スターター
キット作成

スターター
キット受領

スターター
キット配布

申請承認
通知受領
（メール）

投
資
教
育

投
資
教
育

口座
振替
データ

初回
口座
振替

初回口座振替
明細書

初回口座振替
明細書

20日
前後

月初

拠出予定
データ

拠出予定
データＤＬ

20日
前後

口座
振替
データ

二回目
口座振替

26日実施

二回目口座振
替明細書

二回目口座振
替明細書

初期設定の
進捗確認

未設定者へ
の催促通知

月初

配分設定

事務取りまとめ会社

貴社へ

実施企業事業所
登録（シート入力）

貴社から

貴社へ

貴社へ貴社へ

注） 貴社＝傘下事業所

事務取りまとめ会社

事務取りまとめ
会社にて

事務取りまとめ
会社より
貴社に連携
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■ 「実施企業事業所登録（変更）完了通知書」の受領

◆制度導入月の前月に弊社より「実施企業事業所

登録（変更）完了通知書」をお送りします。

✓ 導入いただいた制度のプランコード、プラン名が記載されてい
ます。

✓ 事務取りまとめ会社名も記載されています。
✓ 貴社の企業事業所コードがきさいされています。

✓ ご登録いただいた貴社情報並びに事業主返還金が発生した
際の振込先情報が記載されています。

✓ 口座情報は、掛金の振り替え口座と同じになります。

加入者の資格喪失報告などの変更手続きの際に
必要なコードの記載がありますので、紛失にはご注
意願います。
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①加入者属性シート

必ず入力いただくシートです。

加入される方の氏名・住所等を入

力します。

加入者１名につき１行を入力くださ

い。

②他制度属性シート

確定拠出年金以外の企業年金制度を実施している場合
のみ入力いただくシートです。

他の企業年金制度（厚生年金基金、確定給付企業年金
等）を実施していない場合は入力不要です。

対象となる加入者の方の社員コードと企業年金の情報を

入力します。

複数の企業年金制度を実施している場合は、加入者１名

について企業年金ごとに１行の入力をお願いします。

③項目の入力方法シート

入力項目の内容や入力方

法について記載しています。

次頁以降の記載内容もご参

照ください。

✓ 入力項目の水色の網掛けは必須入力項目です。グレーの網掛けは入力不要項目です。網掛け無しは任意入力項目です。

入力するデータの途中にブランクの行があると、ブランクの直前の行までしかアップロードデータに反映されません。

ブランク行がないように入力ください。
黄色の列は入力例です

新入社員等の追加登録の場合
は、当該追加加入者のみを入
力ください。既に登録済の加入
者のデータは不要です。

「加入者登録ファイル」は事務取りまとめ会社よりお受け取りいただき、必要な項目の入力をお願いします。

入力後は事務取りまとめ会社にご提出ください。

■加入者情報の登録

17
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必須区分が“○”の項目は必ず入力ください

No.15、16の“掛金b” “掛金a+b ”は数式が

セット済のため入力しないでください

＜加入者の追加の場合＞

新入社員の資格取得日は入社月の翌月１日と
なります。

選択制の場合は加入（掛金の拠出開始）を申し
出た日の翌月1日となります。

加入者属性シート入力項目

入力項目（“○”は入力必須項目）は下記のとおりです。加入者の情報をシートに入力ください。

「実施企業登録（変更）完了通知書」に記載している
プランコード及び企業・事業所コードを入力ください。
（スポンサーコードは事務取りまとめ会社で追記）

注意事項

18
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 貴社にて確定拠出年金以外の企業年金制度を実施している場合は、加入者単位に下記の情報を入力

いただきます。種類のセルには該当する企業年金制度を示す弊社所定の2桁のコードを入力ください。

 複数の企業年金制度を実施している場合は、加入者１名につき企業年金単位で１行ずつデータを入力

いただきます。

他制度属性シート入力項目

19



傘下事業所用

© SBI Benefit Systems Co.,Ltd. All Rights Reserved.

SBI Benefit Systems

20

スターターキットには制度上の規則、加入者サイトのID・初期パスワード、その他制度活用のための

説明資料等が封入されています。

加入者ごとに作成しておりますので、必ず加入者に配布ください。

スターターキットの送付は、加入者情報のアップロード（正常登録）後の約3週間後となります。

加入者情報のアップロードが正常に完了後、「スターターキット」をご担当者にお送りします。

■スターターキットの配布

加入者コード及びパスワード行為準則

※加入者コード及びパ
スワードは、別封筒
に封入の上、お送り
するプランもあります。

ABC企業型年金規約
SBIベネフィット・システムズ株式会社

ベネ タロウ 様
（ ０ ０ １ ）

ABC企業型年金規約
1111111111
abcDEFG123

ABC企業年金ファンド
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◆新たに企業型確定拠出年金に加入される方が、以下
のケースに当てはまる場合は、該当者の年金資産と年
金記録の移換手続きが必要となります。

✓個人型確定拠出年金に加入されている
✓前の勤め先で企業型確定拠出年金に加入されている

◆さらに、個人型確定拠出年金に加入されている（掛金を
拠出（積み立て）している）場合は、該当のご本人が個人型
の運営管理機関（受付金融機関）へ「加入者資格喪失
届」を提出する必要があります。

★現在、個人型確定拠出年金に加入されている（掛金を拠
出（積み立て）している）方の必要書類

➊ 個人別管理資産移換依頼書
（左記参照：事務取りまとめ会社よりお受け取り）

… 事務取りまとめ会社に提出

➋ 個人型確定拠出年金の「加入者資格喪失届」

… 現在ご加入の個人型確定拠出年金の運営
管理機関（受付金融機関）にご本人が提出

【ご注意】 確定拠出年金の資産の移換手続きの
対象となる方へのご案内

依頼書の提出後は、速やかに加入者自身で加入者サイ
トにて、移換資産の運用商品の設定をお願いします。

★左記帳票サンプル下半部記載「注意事項」をご参照ください。
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【ご注意】 確定拠出年金の資産の移換手続きの
対象となる方へのご案内

★下記のいずれかに該当する方

✓前の勤め先で企業型確定拠出年金に加入されてい
た方で、年金資産を移換されていない方（資格喪失
後、6か月以内の方）

✓前の勤め先の年金資産が特定運営管理機関に自
動移換されている方

✓個人型確定拠出年金の運用指図者（掛金を拠出
（積み立て）していない方）

「個人別管理資産移換依頼書」は事務取りまとめ会社よりお受

け取りください。該当のご本人にご記載いただき、貴社にて取

りまとめのうえ、事務取りまとめ会社にご提出をお願いします。

「個人別管理資産移換依頼書（前頁帳票サンプル参照）」

を事務取りまとめ会社にご提出いただきます。

移換手続が必要な方には右記のご案内を事務取りまとめ会社

よりお受け取りいただき、ご本人にお渡しください。

2017年 1月の法改正により、企業単位で企業型と個人型の両方に加入することができるようになりました。

また、2018年5月の法改正により、個人型の運用指図者として、自身の資産を企業型に移換せずに残す事も

本人の希望に応じて可能になりました。

同時加入を規約で定めている場合や加入者本人の希望がある場合は、前頁～当頁のご案内の限りではござ

いません。ご不明な点につきましては、事務取りまとめ会社までお問い合わせください。

＜前職企業型または個人型からの資産の移換等がある方へのご案内＞



傘下事業所用

© SBI Benefit Systems Co.,Ltd. All Rights Reserved.

SBI Benefit Systems

23

【ご参考】 他の年金制度（厚生年金基金・確定給付企業年金）の
の移換を希望する方への手続きのご案内

＜厚生年金基金・確定給付企業年金 移換申出書＞

「厚生年金基金」または「確定給付企業年金」の脱退一時金相当額の確定拠出年金への移換を希望する

加入者がいる場合

➊ 「厚生年金基金・確定給付企業年金

移換申出書」の左半分を記入

…希望者本人が記入

➋ 移換元の企業年金事務局に移換申

出書を提出

左記帳票は事務取りまとめ会社よりお受

け取りください。該当のご本人にご記載い

ただき、貴社にて取りまとめのうえ、事務

取りまとめ会社にご提出をお願いします。

※用紙の右半分「移換可否決定通知書」は企

業年金事務局にて記載します。

申出書の提出後は、速やかにご加入
者自身で加入者サイトにて、移換資産
の運用商品の設定をお願いします。

★左記帳票サンプル下部記載内容をご参照ください。
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■口座振替明細書の受領（制度導入月及び翌月）
当月の請求項目に「精算金」の
発生がある場合等、ハガキでは
なく封書での送付になるケースが
ございますので、ご了承ください。

月の20日前後に圧着ハガキにてお送りします。内容をご確認ください。

＜口座振替明細書ハガキ サンプル＞

規約名称、合計金額、
振替日、口座内容を

明記

◆請求項目について

① 「制度導入月」は、口座振替の対象となるのは、「当月

掛金」「当月収納代行手数料」のみです。

②「制度導入翌月」は、「掛金」「収納代行手数料」に加え

て「初期導入費用」「運営管理手数料」が含まれます。

初期導入費用です。

運営管理手数料を表します。

「制度導入翌月」
の請求項目

「口座振替」の内容、スケジュールの詳細に

ついては、前記「制度導入月以降の口座振替

の対象」および「口座振替のスケジュール」を

ご参照ください。
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３．毎月及び随時の事務手続きのご案内
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制度導入後、毎月対応となる事務手続きは以下の通りです。

■毎月発生する事務手続き

■随時で発生する事務手続き

◆口座振替明細書の受領（月の20日前後：制度導入月及び翌月の対応と同様です）

制度導入後、随時発生する事務手続きは以下の通りです。

◆ 新入社員等の加入者追加※の手続き

◆ 加入者の退職、休職、復職の手続き

◆ 加入者の掛金の変更手続き

◆ 加入者情報（氏名・住所等）の変更手続き

◆企業情報（社名・所在地・担当者等）の変更手続き

◆ 確定拠出年金関連制度を変更する場合の手続き

など

※選択制の場合、既存社員の新規加入
（掛金の拠出開始）を含みます。

月の事務〆切日につきましては、事務取りまとめ会社までお問い合わせください。
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■口座振替明細書の受領（毎月対応）

月の20日前後に圧着ハガキにてお送りします。内容をご確認ください。

＜口座振替明細書ハガキ サンプル＞

◆請求項目について

① 「制度導入翌々月」は、「資産管理手数料」「資産管理手

数料預託金」が含まれます。「口座開設手数料」は加入者が

ある場合に発生します。

② 「制度導入月＋３か月目」以降は、「掛金」「資産管理手数

料」 「運営管理手数料」 「収納代行手数料」となります

「制度導入翌々月」
の請求項目

当月の請求項目に「精算金」の
発生がある場合等、ハガキでは
なく封書での送付になるケースが
ございますので、ご了承ください。

「口座振替」の内容、スケジュールの詳細に

ついては、前記「制度導入月以降の口座振替

の対象」および「口座振替のスケジュール」を

ご参照ください。
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■加入者追加の手続き
新入社員等の追加登録（随時登録）は、制度導入時（初期登録）と同様の作業となります。

以下の流れでご対応いただきます。作業の詳細は、前記「加入者情報の登録」をご参照ください。

（１） 加入者追加の手続きが発生した場合、事務取りまとめ会社にご連絡のうえ、加入者登録用のExcelファイ

ルをお受け取りください。

（２） お受け取りいただいた 「加入者の登録」のExcelシート （ファイル名：一括アップロード用ファイル.xls）に、必要

な項目を入力（追加加入者のデータのみで可）後、パソコンのデスクトップ等に任意のファイル名で保存ください。

（３） 保存したファイルを、事務取りまとめ会社に事務締切日に間に合うよう、提出してください。

加入者情報のアップロードが、事務取りまとめ会社で正常に完了後、

該当分の「スターターキット」をご担当者にお送りします。
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記入項目 記入内容または確認の方法

① プラン名 「実施企業事業所登録完了通知書」に表示のプラン名

② 加入者コード 事務取りまとめ会社にご照会ください

③ プランコード 「実施企業事業所登録完了通知書」に表示のプランコード

④ 企業事業所コード 「実施企業事業所登録完了通知書」に表示の企業事業所コード

⑤ 社員コード
加入者登録時に使用したコード
（ご不明の場合は事務取りまとめ会社にご照会ください）

⑥ 資格喪失理由

70：自己都合 71：会社都合 74：規約に基づく資格喪失(役員昇格等)
75：懲戒解雇 99：その他 41：60歳到達 90：死亡

【対象事業所のみ】 資格喪失年齢引き上げ導入企業
41：規約に基づく喪失年齢到達 42：退職（60歳超の自己都合）
43：退職（60歳超の会社都合） 74：規約に基づく資格喪失
76：加入除外者への変更（役員就任等の雇用変更） 90：死亡

⑦ 最終拠出年月日

【60歳※到達の場合】
誕生日の前日が資格喪失日となり、資格喪失日の属する月
（資格喪失月）が最終拠出月

【退職の場合】
◇月中退社⇒退職月 ◆月末退社⇒退職月の翌月

⑧ 事業主返還
勤続３年未満で掛金の返還を設定している場合に記入

してください

⑨退職手当制度

からの移換

退職金手当制度から確定拠出年金へ分割移換の途中で

加入者が退職した場合のみ「あり」を選択

③
④

②

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

①

■加入者の退職の手続き（資格喪失）
「加入者資格喪失届」 」を事務取りまとめ会社に提出くださ

い。必要に応じて添付書類（次頁参照）もご提出願います。

※「加入者資格喪失届」は事務取りまとめ会社よりお受け取りください。

前記「主な登録・変更の事務手続き」に記載の提
出期日に間に合わなかった場合、弊社が資産管
理機関に拠出予定金額を通知する以前であれば
翌月精算されますが、その後の場合は還付手続き
を取っていただく必要がありますのでご注意ください。
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■加入者の退職の手続き（資格喪失）（続き）

・「加入者資格喪失届」の「添付書類」欄チェックに該当する場合、「個人別管理

資産の移換に関する説明確認書」（右記参照）の添付が必要です。

・下記「資格喪失者向けQ&A」（全3枚）も本人にお渡しください。

※これらの帳票は事務取りまとめ会社よりお受け取りください。

◆該当する加入者が発生した場合には、加入者資格喪失届をＦＡＸしてください。

また、選択制の場合は60歳（※）に到達すると掛金の選択ができなくなります。

生涯設計手当は全額給与とあわせて支給してください。

当月2日から翌月１日までの誕生日の方 ⇒ 加入資格があるのは前月まで

例） 7月2日から8月1日までの誕生日の場合、6月が加入資格のある最終月

⇒6月26日の企業口座の振替（7月20日の掛金拠出）が最終となります。

※資格喪失年齢を引上げている場合は、当該年齢に読み替えください。

確定拠出年金制度では、定められた定年年齢に関わらず、
60歳（※）の誕生日の前日に資格を喪失します。

加入者本人の署名
をお願いします。

後日の提出の場合は、ここに

チェックをします。
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「掛金休止（再開）申請書」を事務取りまとめ会社に提出く
ださい。 ※「掛金休止（再開）申請書」は事務取りまとめ会社よりお受け取りください。

記入項目 記入内容または確認の方法

①プラン名 「実施企業事業所登録完了通知書」に表示のプラン名

②加入者コード 事務取りまとめ会社にご照会ください

③ プランコード 「実施企業事業所登録完了通知書」に表示のプランコード

④企業事業所コード 「実施企業事業所登録完了通知書」に表示のプランコード

⑤社員コード
加入者登録時に使用したコード
（ご不明の場合は事務取りまとめ会社にご照会ください）

⑥請求区分・

請求理由

以下のいずれかを指定

✓規約による無給の休職・休業のための休止

✓再開

⑦掛金休止・再開

理由発生日
休職・再開が発生した日

⑧ 適用開始

拠出年月

【一般例】

◆ 休止：休職日の属する月の翌々月

※休職となる月分（休職翌月に拠出）は休止対象になりません。

◆ 再開：復職する日の属する月の翌月

（復職する月分からの再開となります）

※基本的に復職する日の属する月の前月以前に報告をいただ

きます。ご報告が復職の前月までに間に合わない場合は、

復職月の掛金は前払退職金としてご対応ください。

③

④

②

⑤

①

⑥

⑦ ⑧

■加入者の休職・復職の手続き
前記「主な登録・変更の事務手続き」に記載の
提出期日に間に合わなかった場合、弊社が資
産管理機関に拠出予定金額を通知する以前
であれば翌月精算されますが、その後の場合は
還付手続きを取っていただく必要がありますので
ご注意ください。

◆各事業所の社内規定に準じた日付で休止・再開手続きをしてください。

規約で掛金拠出の休止・再開が可能と定めた、無給期間が対象です。

※マッチング拠出（加入者掛金拠出）を実施して
いる場合は、専用の帳票をご使用ください。
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記入項目 記入内容または確認の方法

①プラン名 「実施企業事業所登録完了通知書」に表示のプラン名

②加入者コード 事務取りまとめ会社にご照会ください

③ プランコード 「実施企業事業所登録完了通知書」に表示のプランコード

④企業事業所コード 「実施企業事業所登録完了通知書」に表示のプランコード

⑤社員コード 加入者登録時に使用したコード
（ご不明の場合は事務取りまとめ会社にご照会ください）

⑥適用開始拠出日

及び事由

◆拠出日＝変更する月（＝口座振替月）の翌月20日

（土日、祝日は翌営業日）

例） 7月に変更（7月に口座振替）⇒8月20日拠出に適用

◆事由（一律）＝ 01：金額訂正

⑦変更する掛金額

【変更前】
現在の掛金額

⑧変更する掛金額

【変更後】
変更後の掛金額

①

②
③

④

⑤

⑦ ⑧

⑥

■掛金の変更手続き

加入者ごとに「掛金個別登録兼変更申請書」（右記参照）

を事務取りまとめ会社に提出ください。
※「掛金個別登録兼変更申請書」は事務取りまとめ会社よりお受け取りください。

前記「主な登録・変更の事務手続き」に記

載の提出期日に間に合わなかった場合、掛

金の変更処理が間に合うタイミングでの時点

からの変更となりますのでご注意ください。

※マッチング拠出（加入者掛金拠出）を実施し
ている場合は、事業主掛金と加入者掛金の
変更が可能な専用帳票をご使用ください。
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■加入者の氏名・住所等の変更手続き

加入者ごとに「加入者情報変更申請書」（右記参照）を

事務取りまとめ会社に提出ください。
※「加入者情報変更申請書」は事務取りまとめ会社よりお受け取りください。

記入項目 記入内容または確認の方法

①プラン名 「実施企業事業所登録完了通知書」に表示のプラン名

②加入者コード 事務取りまとめ会社にご照会ください

③ プランコード 「実施企業事業所登録完了通知書」に表示のプランコード

④企業事業所コード 「実施企業事業所登録完了通知書」に表示のプランコード

⑤情報変更日 変更が発生した日

⑥変更対象項目

・基礎年金番号 ・社員コード ・生年月日

・入社年月日 ・性別 ・その他

変更する項目にチェックをつける。複数項目の選択可

⑦ 【変更前】
選んだ項目の現在の内容を記入。

新たに設定する場合はブランク。

⑧ 【変更後】 選んだ項目の変更後の内容を記入。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦ ⑧

※氏名、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレスの変更

については、本用紙に拠らず、事務取りまとめ会社との間

で決められた運用方法でご対応ください。
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■企業情報の変更手続き
貴社のご担当者、代表者、企業名、住所等の変更がある場合は、 「企業・事業所登録申請書

【変更】」 （下記参照）を事務取りまとめ会社に提出ください。

✓変更する項目により、添付書類が必要になります。申請書の「添付書類のご案内」もしくは以下の一覧表をご参照ください。

✓社名変更、住所変更（厚生年金適用事業所に係る変更）の場合は、厚生局への届出が必要となります。

変更内容 必要書類 取得方法

担当者・担当部署等
変更

企業・事業所登録申請書【変更】
事務取りまとめ会社よりお受け
取りください各種連絡先等変更 企業・事業所登録申請書【変更】

代表者変更
企業・事業所登録申請書【変更】

履歴事項全部証明書コピー（※１） 登記所（法務局）より取得

企業名変更

企業・事業所登録申請書【変更】
事務取りまとめ会社よりお受け
取りください

履歴事項全部証明書コピー（※１） 登記所（法務局）より取得

適用事業所名称変更届コピー（※２） 年金事務所より取得

預金口座振替依頼書
事務取りまとめ会社よりお受け
取りください

住所・所在地変更

企業・事業所登録申請書【変更】
事務取りまとめ会社よりお受け
取りください

履歴事項全部証明書コピー（※１、３） 登記所（法務局）より取得

適用事業所名称変更届コピー（※２、４） 年金事務所より取得

※１ 発効日から3か月以内 変更後の内容、変更日の記載があるもの

※２ 発効日から3か月以内 日本年金機構の捺印があるもの

※３ 登記上の住所変更の場合に必要

※４ 厚生年金適用事業所の所在地変更の場合に必要
変更前の所在地記載がない場合、変更前住所の記載がある直近の厚生年金
領収済証のコピーも添付
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手続きの例 必要書類

✓事業主掛金額の決定方法の変更

✓加入者範囲の変更

✓事業主返還の実施（不実施）への変更

✓資格喪失年齢の引き上げ

✓掛金中断範囲の変更

✓マッチング拠出（加入者掛金拠出）の
実施への変更

等

①企業・事業所登録申請書【変更申請】
（該当項目もしくは「その他の変更」欄に
変更内容を記入）

②変更後の規程（変更案）

※上記以外の厚生局への提出書類につきましては、変更内容に応じて別途ご案内いたします。

※就業規則、育児・介護休業規程の改定に伴い規約別紙の参照条文が変更となる場合には、

厚生局への届出が必要となりますので、事務取りまとめ会社までお問い合わせください

■確定拠出年金関連規程の変更手続き

確定拠出年金の規約（本文および別紙）、就業規則、賃金規程、育児・介護休業規程、生涯設計手当規程

等の変更がある場合は必要書類を事務取りまとめ会社に提出ください。

✓年金規約（本文および別紙）の変更を伴う場合は、厚生局への申請が必要となります
ので、変更の５ヶ月前までに下記の書類をご提出いただく必要があります。

✓ 詳細に関しましては、事務取りまとめ会社にお問い合わせください。

✓ 右記「企業・事業所登録申請書【変更申請】」につきましては、事務取りまとめ会社に
お問い合わせいただいた後にお送りします。

＜企業・事業所登録申請書【変更申請】＞
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■その他の変更手続き

その他、登録情報の変更、削除等の必要がある場合は、下記の書類を事務取りまとめ会社に提出ください。

✓変更手続きの種類に応じて、必要書類を事務取りまとめ会社よりお受け取りいただき、使用してください。

✓ 手続きの種類ごとの必要書類は以下の一覧表をご参照ください。

手続きの種類 必要書類 手続きが必要となるケース

登録された加入者情報の削除 加入者情報削除依頼書
・加入対象外の従業員を誤って登録したとき
・資格取得した月と同月に退職（「同月得喪」）となった時

加入者が所属する企業・事業
所の変更

企業・事業所間異動申請書 ・同じプランに加入の企業・事業所間で加入者が異動になる時

拠出した掛金を還付する 掛金還付請求書
・「資格喪失届」「掛金休止（再開）申請書」の提出もれによる、
掛金の発生時

企業・事業所情報の登録、変
更、脱退

企業・事業所 登録兼変更
（脱退）申請書

・企業事業所情報（社名、担当者、住所、連絡先等）、振込先口
座などの変更時

60歳超の再雇用者の報告 再雇用届（在籍証明）
・資格喪失年齢を延長している企業、事業所において、60歳超
の再雇用者が加入者となる時

＜雇用契約の更新の都度、書類提出が必要です＞
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本項以降は、日常的な事務は発生しません。

加入者に加入時または該当する時期に説明する事項となります。
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★老齢給付金は、加入期間（運用指図者の期間等も含む）に応じて最短で６０歳※から受取ることができ、遅く
とも７０歳までには受給を開始しなければなりません。

★受給開始後も年金資産のある限り運用を継続します。

✓老齢給付金は、確定拠出年金の加入期間（法令上は「通算加入者等期間」という。次頁参照）が１０年以上であれば、
６０歳※から受取ることができます。

✓加入期間が１０年ない場合でも、遅くとも６５歳から受取を開始することが可能です（下記表1参照）。

✓なお、他年金制度からの移換があった場合は、移換の対象となった他年金制度に加入していた期間も「通算加入者
等期間」に算入することができます。

６０歳

受

給

開

始

必

須

受給可能

受給可能

受給可能

受給可能

受給可能

受給可能

６１歳

６２歳

６３歳

６４歳

６５歳

７０歳

■老齢給付金の受給可能年齢 （表1）

※ 資格喪失年齢を引き上げている企業の場合、「60歳」をその資格喪失年齢に読み替え下さい。

通算加入者等期間

10年以上

8年以上10年未満

6年以上8年未満

4年以上6年未満

2年以上4年未満

１ヶ月以上2年未満

■老齢給付金の請求について

年齢条件 通算加入者等期間によって60歳※以上で受取ることができます。
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掛金元本

年

金

資

産

ど
ち
ら
か
選
択

一時金

年 金

運用実績⇒

60歳の誕生日↑

■老齢給付金の請求について

通算加入者等期間とは

下記①～⑤の合計（ただし、60歳に到達した日の前日（誕生日の２日前）の属する月以前の期間の
みが対象。重複した期間がある場合は、その期間を除く（単一の期間として算入））した期間をいい、
前頁の表１の通り、各期間に対応する年齢になれば老齢給付が受給できます。

受給資格取得日につきましては、資格喪失通知書に記載されておりますので、ご確認ください。

「通算加入者等期間」の対象となる期間

①企業型年金加入者であった期間 ②個人型年金加入者であった期間 ③企業型年金運用指図者であった期間

④個人型年金運用指図者であった期間 ⑤厚生年金基金・確定給付企業年金・企業年金連合会より資産を移換した場合、旧制度に加入していた期間

受取方法 一時金または年金から選択できます。
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※1 資格喪失年齢を引き上げている企業の場合、「60歳」をその資格喪失年齢に読み替え下さい。

※2 運用指図者の手数料は、年金規約に規定されています。

■年金で受取る場合の留意点

① 60歳（※1)以降、運用指図者手数料（※2）が年金の受取完了するまでの期間課金されます。
年金支払いの都度、経過期間にかかる当該手数料を控除させていただきます。

② 年金給付金の支給の都度、給付事務手数料400円（税抜）が控除されます。

③ 年金給付金は公的年金等控除の対象となります。（退職所得控除の対象にはなりません）

④ 年金受給を選択した場合で、年金支給開始月から起算して5年を経過した日以後の日に、一時金で受ける
ことを申し出たときは、残りの年金資産を一括して受け取ることができます。

■一時金で受取る場合の留意点

① 60歳（※1)以降の運用期間中には運用指図者手数料(※2)が課金され、一時金支払いの際に、経過期間に
かかる当該手数料の合計額を控除させていただきますのでご了承ください。

（経過期間とは「60歳到達時の翌月より一時金振込時の前々月まで」を指し、月単位となります。）

②一時金の支給時に、給付事務手数料400円（税抜）が控除されます。

③ 一時金は退職所得控除の対象になります。

●60歳（※1)到達により加入者資格を喪失した後、一時金または年金の支払が終了するまでは、運用のみ行う「運用
指図者」となります。

●運用指図者となっている期間中の手数料は、運用指図者ご本人の負担となります。
●当手数料は給付金から控除する形で徴収させていただきます。
●年金を選択した場合、年金受給期間中は運用指図者となり、ご本人負担の手数料がかかりますのでご注意ください。

■老齢給付金の請求について

年金の支給期間・受取回数については、年金規約をご参照ください。
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★受給要件を満たし、受給を希望される方は下記の流れで給付申請を行います。（加入者自身より裁定請求書
を提出）

★給付請求をしないまま、７０歳に達した場合は、運営管理機関は規約に従い自動的に裁定を行い、資産管理
機関に給付の指示を行います。なお、運用指図者となられる方には、給付請求をされるまでの間、住所や氏
名などに変更があった場合は、速やかに運営管理機関に届出いただくよう、案内をお願いします。

①給付裁定請求の申出（ご加入者様→SBIベネフィット・システムズ)

②給付裁定請求書一式送付（ SBIベネフィット・システムズ→ご加入者様）

③ご記入後、給付裁定請求書及び必要書類の返送（ご加入者様→SBIベネフィット・システムズ）

④給付裁定請求書をもとにSBIベネフィット・システムズにて給付裁定作業

⑤裁定完了通知送付（SBIベネフィット・システムズ→ご加入者様）

⑥売却完了後、SBIベネフィット・システムズより資産管理機関へ給付指示

⑦ご指定の口座へ給付金送金

ご
加
入
者

運営管理機関

SBIベネフィット・システムズ

資産管理機関（みずほ信託銀行）

①給付裁定請求の申出

（給付にかかる書類送付依頼）

②給付裁定請求書

③記入済給付裁定請求書

⑤裁定完了通知

⑥給付指示

⑦給付

④裁定

■給付までの流れ
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一時金 退職所得控除

年金 公的年金等控除

一時金 非課税

年金 非課税

一時金 相続税対象

（※法定相続人１人あたり５００万円までは非課税）

■課税は原則として、運営管理機関（記録関連運営管理機関）と資産管理機関がご本人の申告に基づいて税務処理を行い、
源泉徴収を行います。

※税務に関しての詳細なお問い合わせは所轄の税務署にお願いします。

老
齢
給
付

障
害
給
付

死
亡
給
付

★確定拠出年金制度における給付（年金もしくは一時金）の際には、個人別管理資産の運用商品は現金
化（商品の売却）されて受給者に給付されます。

★老齢給付金は税務上、一時金の場合は退職所得、年金の場合は雑所得（公的年金等控除の対象）と
なります。

■給付にかかる税金
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★確定拠出年金制度は、老後資金準備が目的の年金制度ですので、法令上、原則的に60歳以前の途中引出は

認められていませんが、例外として、下記Ａ、Ｂの2通りの途中引出（脱退一時金）受給要件があります。

★Ａ、Ｂのいずれかで、全ての項目を満たしている場合に限り、脱退一時金の請求が可能となっています。

★なお、Ｂは、加入者資格を喪失した企業型年金の運営管理機関ではなく、Ａに該当しない場合に、個人型年金

の運営管理機関への裁定請求を行う際の要件となります。

■脱退一時金の請求

43

〈脱退一時金要件Ⓐ〉
①他の企業型年金または個人型年金の加入者・運用指図者
でないこと （＝退職した直後など）

②資格喪失日の属する月の翌月から起算して６ヶ月を
経過していないこと

③個人別管理資産額が15,000円以下であること

〈脱退一時金要件Ⓑ〉

①国民年金保険料免除者※であること。

②障害給付金受給権者でないこと。

③通算拠出期間が１ヶ月以上３年以下であること、または、個
人別管理資産が25万円以下であること。

④最後に企業型年金加入者または個人型年金加入者の資
格を喪失した日から起算して２年を経過していないこと。

⑤企業型年金の加入者資格喪失時に脱退一時金の支給を
受けていないこと。

◆2017年以降は、企業型年金規約において個人型の加入が認められている場合、企業型と個人型の両方に並行して加入が
可能であることから、両者に並行して加入し、それぞれにおいて個人別管理資産や加入期間がある場合、上記における通
算拠出期間は通算（重複部分は除く）となり、個人別管理資産額は合算額となります。

※生活保護受給中の法定免除者、申請免除者、学生納付特例適用者または納付猶予適用者の方
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①他の事業所へ転職する場合（サラリーマン・公務員等の第２号被保険者）

②第１号被保険者（自営業者等）または第３号被保険者（専業主婦等）になる場合

確定拠出年金（個人型）で
掛金の拠出を継続したい

確定拠出年金（個人型）で
掛金の拠出を続けたくない

確定拠出年金（個人型）加入者

確定拠出年金（個人型）運用指図者

転職先に確定拠出年金
（企業型）がない場合

確定拠出年金（個人型）で
掛金の拠出を継続したい

確定拠出年金（個人型）で
掛金の拠出を続けたくない

転職先に確定拠出年金
（企業型）がある場合

確定拠出年金（個人型）加入者

確定拠出年金（個人型）運用指図者

確定拠出年金（企業型）加入者

個人型
運営管理機関へ
お申出下さい

【申出書等請求先】

個人型
運営管理機関へ
お申出下さい

【申出書等請求先】

転職先
制度ご担当者様
へお申出下さい

●転職先に企業型年金がなく、個人型年金に加入して掛金の拠出を継続する場合の拠出限度額は、民間企業か共済組合加入（公務員）か、民間
企業の場合は更に企業年金制度※の実施されているかによって異なります。

●なお、転職先に企業型年金がある場合でも、その企業型年金規約上、個人型年金に加入できる旨が定められている場合には、個人型年金に同
時に加入することができます。

※企業年金制度とは「厚生年金基金」「確定給付企業年金」を指します。

※脱退一時金の受給要件を満たす方については、 脱退一時金の請求ができます。
※転職先に企業型年金がなく、資格喪失後6ヵ月間退職前の勤務先の企業型年金を個人型年金に移換しない場合、年金資産は国民年金基金連合会の
自動的に移換されます。移換後は、年金資産の運用ができなくなり、毎月所定の手数料が年金資産から差し引かれます。

■中途退職者の加入者資格喪失後の手続き
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